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モ ニ タ ー 内 容 家庭から出る生ごみの量を、１週間、水キリグッズを使って、水

キリ前と水キリ後に計測し、アンケート調査用紙に記入する。 

申 込 条 件 市内在住で、ごみ減量に興味がある方 

応 募 世 帯 先着 150 世帯（募集定員に達し次第、終了します。） 

一般世帯部門             100 世帯 

小・中学生世帯部門        50 世帯 

応 募 特 典 一般世帯部門は、水キリグッズをプレゼント 

小・中学生世帯部門は、図書カード 500 円分をプレゼント 

（小・中学生が複数いる場合は、１世帯に 500 円分のみ） 

モ ニ タ ー 期 間 ９月 30 日（火）までのうち、７日間 

回

覧 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / 

                 

裏面もご覧ください。 

鹿屋市では家庭から排出される生ごみを減らすために、食べキリ・使いキリ・水キリの

３キリプロジェクトに取り組んでおり、この一環として「３キリモニター202５」の参加

者を募集しています。 

３．モニター活動に必要な水キリグッズとアンケート用紙を、 

市役所５階生活環境課でお受け取り下さい。 

 

詳しくは、鹿屋市ホームページをご確認ください。 

鹿屋市ホーム 
ページからの 
登録はこちら 

事前登録は 
こちら 

衛自連 

リデュース リユース リサイクル 

詰め替え商品を買ったり、
マイバッグやマイボトル 
を使いましょう。 

リサイクルショップを利用
したり、こわれたものは修
理して使いましょう。 

正しい分別をして、資源物
はリサイクルにまわしまし
ょう。 

（環境省は 10 月を３Ｒ推進月間と定めています。） 

２．登録が確認できましたら、生活環境課からメール又は電 

話連絡をします。 

※計量用はかりをお持ちでない方には、貸与します。 

１．右記の２次元バーコード又は電話（31-1115）により、

事前登録をしてください。 



 

 

 

 

 

 

○助成の対象者は？     公共下水道及び農業集落排水事業区域外の住宅で、小型合併処理浄化槽への 

転換を行う方 

○助成の要件は？      ・ 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽からの転換であること（新築は対象外） 

・ 専用住宅であること（居住を目的とした住宅、又は店舗等を併設した住宅で、 

住宅部分の面積が１／２以上であること） 

・処理対象人数が 10 人以下の浄化槽であること 

・販売目的の住宅でないこと 

・市税の滞納がないこと 

○申請の時期は？        随時（ただし、予算上限となるまで） 

 

問い合せ先 市役所本庁舎 5 階生活環境課 ☎０９９４－31-1115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月 20 日（土）～９月 26 日（金） 

◆ペットの飼い主の主な義務 

✓生活環境の保全（フンの適正処理等） 

✓病気等の予防（予防接種等） 

✓逃げないための措置（リード、ケージ等） 

✓ペットを捨てない 

✓適正な繁殖のための措置（避妊等） 

✓終生飼養
し よ う

する 
など 

～人とペットが共生する社会の実現のために～ 

宅配便を１回で受け取りましょう 

令和７年に国土交通省が掲げる目標再配達率 7.5％に対し、4 月に発表された再配達率は 8.4％であった

ことから、今後の宅配に関しては置き配を標準とし、手渡しは有料とする指針が発表されました。 

再配達が増えてしまうと宅配ドライバーの労働時間が増加するだけでなく、配送車が排出する CO２量も

増加してしまいます。（再配達だけで年間約２５万トン排出） 

脱炭素社会の実現に向けて、「一人ひとりができること」として荷物 

の受取日時や場所（コンビニ受取、宅配ボックス、宅配ロッカー利用） 

など、ご自身のライフスタイルに合った受け取り方法を選ぶことで、 

再配達が削減できるだけでなく、時間のムダもなくせます。 

「ゼロカーボンシティかのや」の 

実現に向けて、まずはできることから始めてみましょう！ 

鹿屋市の川や海の環境を保全し、市民の健康と、快適な生活環境を確保するために建物から排出さ

れる生活用水（台所、風呂、洗濯等）と、し尿を併せて処理する浄化槽（合併浄化槽）を専用住宅に

設置する場合に、市では補助金を出しています。 


